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尾道市農業委員募集のご案内 

 

 農業委員会の委員（以下「農業委員」といいます。）の任期満了に伴い、農業委員

を募集します。 

なお、農業委員は、市議会の同意を得て、市長が任命します。 

１ 募集人数  19 人 

 

２ 任期    令和８年7月20日から令和１１年7月 19日まで 

 

３ 身分    尾道市の特別職の非常勤職員 

 

４ 報酬    月額 32,500円  

 

５ 主な業務内容 

 （１）農地法に基づく農地の権利移動・転用の許可等を審議及び決定する農業委

員会総会への出席（毎月１回） 

 （２）総会審議に関連した現地調査、利用状況調査（農地パトロール）、担い手へ

の農地の集約化、荒廃農地の発生防止・解消の指導等（随時） 

 （３）農家からの相談対応及び農地利用最適化推進委員、広島県農地中間管理機

構等と連携した活動（随時） 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、

次のいずれかに該当する者は除きます。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者  

 

７ 申込方法 

  所定の推薦書・申込書に必要事項を記入のうえ、持参又は郵送により、尾道市

産業部農林水産課農林振興係（本庁２階）へ提出してください。募集案内及び推

薦書・申込書は、尾道市ホームページからダウンロードできます。また、農林水

産課及び各支所で配布しています（募集案内及び推薦書・申込書の配布は、平日

午前８時30分から午後 5時15分までです。）。 

（１）個人による推薦        様式第１号に記入して提出してください。 

（２）法人又は団体による推薦     様式第２号に記入して提出してください。 

（３）応募             様式第３号に記入して提出してください。 
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８ 募集期間 

  令和８年２月１０日（火）～ 令和８年３月１０日（火）必着 

  推薦書・申込書を持参される場合は、平日午前８時 30分から午後 5時15分

までに提出してください。郵送の場合も３月１０日（火）必着。 

 

９ 選考方法 

  原則、書類選考による。定数を上回る申し込みがあった場合等必要に応じて面

接を行います。面接を行う場合は３月２５日（木）に実施します。 

  結果は、４月中旬に推薦者（個人又は法人若しくは団体）及び応募者へ文書に

よりお知らせします。 

 

１０ 推薦及び応募の状況の公表（農業委員会等に関する法律施行規則 第６条） 

   募集期間の中間及び期間終了後に、尾道市ホームページに、推薦書・申込書

に記載された次の内容について公表します。 

 （１）推薦をする者（個人）の氏名、職業、年齢及び性別  

（２）推薦をする者（法人又は団体）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、

構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにす

る事項 

（３）推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業

経営の状況  

（４）推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等であるか否かの別  

（５）推薦又は応募の理由  

（６）推薦をする者が当該推薦を受ける者を尾道市農地利用最適化推進委員に推

薦しているか否か、又は応募する者が尾道市農地利用最適化推進委員に応募

しているか否かの別  

 

１１ 注意事項 

 （１）農地利用最適化推進委員との兼任はできません。 

 （２）提出された推薦書・申込書は、返却しません。 

 （３）推薦書・申込書に記入された内容に係る確認を行うため、必要に応じて関

係機関に対して照会します。 

 

１２ 推薦書・申込書の提出先・問い合わせ先 

   〒722-8501 尾道市久保一丁目15番 1号 

            尾道市産業部農林水産課農林振興係（本庁２階） 

           電話 0848-38-9473（直通） 

 


